
 

「職長・安全衛生責任者能力向上教育」  

（再教育）開催のご案内  

 

 

  建 設 業 に お け る 労 働 災 害 防 止 を 推 進 す る 上 で 、 職 長 等 及 び 安 全 衛 生 責 任 者 の 果 た

す べ き 役 割 は ま す ま す 大 き く な っ て お り 、 建 設 業 に 係 る 事 業 者 は 、 職 長 等 の 職 務 に

従 事 す る こ と と な っ た 後 概 ね ５ 年 ご と に 、職 長 等 の 能 力 向 上 教 育 に 準 じ た 教 育 を 受

け さ せ る こ と が 求 め ら れ て い ま す 。  

こ の た び 、 平 成 29 年 ２ 月 20 日 厚 生 労 働 省 よ り 、 建 設 業 の 職 長 等 の 能 力 向 上 教

育 に 準 じ た 詳 細 な カ リ キ ュ ラ ム（ 基 発 0220 第 3 号 ）が 示 さ れ た た め 、当 協 会 に お

き ま し て も 標 記 講 習 会 を 開 催 す る こ と と い た し ま し た 。  

  再 教 育 が 必 要 な 従 業 員 の い る 事 業 所 に お か れ ま し て は 、 こ の 機 会 に 進 ん で ご 参 加

下 さ い ま す よ う 、 貴 団 体 か ら も 周 知 方 よ ろ し く お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  

 

 

記  

 

１ ． 日    時  令 和 ７ 年 ２ 月 １ ０ 日 （ 月 ） 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で  

（ 開 始 １ ０ 分 前 ま で に は 受 付 を す ま せ て く だ さ い ）  

２ ． 場    所  帯 広 職 業 能 力 開 発 セ ン タ ー （ 西 22 条 北 2 丁 目 29-4）  

３ ． 講    師  Ｒ Ｓ Ｔ ト レ ー ナ ー  

４ ． 受  講  料  会  員   ６ ， ０ ０ ０ 円  / 会 員 外  １ ２ ， ０ ０ ０ 円  

５ ． 申 込 期 限 令 和 ７ 年 １ 月 １ ５ 日 （ 水 ） ま で  

６ ． 受 講 条 件 

・ 職 長 ・ 安 全 衛 生 責 任 者 教 育 を 受 講 後 お お む ね 5 年 以 上 経 過 さ れ た

方 。 他 の 教 育 機 関 で 受 講 さ れ た 方 も 申 し 込 み 出 来 ま す 。  

※「 安 全 衛 生 責 任 者 」及 び「 危 険 性 又 は 有 害 性 等 の 調 査 等（ リ ス ク ア

セ ス メ ン ト ）」に 関 す る 科 目 の 、い ず れ か 一 方 で も 受 講 さ れ て な い

方 の お 申 込 み は お 受 け し て い ま せ ん の で ご 注 意 く だ さ い 。  

※ 初 任 時 講 習 を 当 協 会 で 受 講 し た 方 に つ い て は 、  

交 付 日 が 平 成 19 年 2 月 9 日 以 降 の 方 の み 対 象 と な り ま す 。



７ ． カ リ キ ュ ラ ム  

 

８ ． そ の 他  

・ 定 員 は ２ ０ 名 で す 。 定 員 に な り 次 第 受 付 を 締 め 切 り ま す 。  

ま た 、 受 講 希 望 者 が 少 な い 場 合 は 中 止 と な る 場 合 が あ り ま す 。  

・ 手 指 消 毒 ・ マ ス ク の 着 用 は 個 人 の 判 断 に て 行 っ て く だ さ い 。 ま た 、

発 熱 等 体 調 不 良 の 際 は 、 参 加 を ご 遠 慮 い た だ く 場 合 が あ り ま す 。  

・ ス リ ッ パ を 用 意 し て あ り ま す が 数 に 限 り が ご ざ い ま す の で 、上 履 き を ご 持 参

く だ さ い 。  

≪申込方法≫  

・受 講 申 込 書  

申 込 用 紙 は 各 団 体 に 郵 送 い た し ま す 。 足 り な い 場 合 は コ ピ ー を し て ご 利 用

く だ さ い 。 ま た 、 当 協 会 ホ ー ム ペ ー ジ に て ダ ウ ン ロ ー ド が で き ま す 。  

※ Ｆ Ａ Ｘ 送 信 さ れ た も の は 利 用 で き ま せ ん 。 ご 注 意 下 さ い 。  

・職 長 安 全 衛 生 責 任 者 教 育 （ 初 任 時 ） 講 習 修 了 証  

持 参 さ れ る 場 合 は 、 原 本 確 認 後 コ ピ ー を 取 ら せ て い た だ き ま す 。郵 送 の 場

合 は コ ピ ー を 提 出 、 受 講 当 日 に 修 了 証 の 確 認 を い た し ま す 。  

・証 明 写 真 １ 枚 （ 受 講 申 込 書 に 貼 付 し て く だ さ い 。 ）  

※ 申 請 前 6 ヶ 月 以 内 に 撮 影 し た 上 半 身 脱 帽 、 無 背 景 、 白 黒 可  

・ 受  講  料  

 

以 上 ４ 点 を 申 込 期 限 ま で に 現 金 書 留 で 送 付  又 は 持 参 し て 下 さ い 。  

な お 、 当 協 会 の 会 員 以 外 の 方 が 申 し 込 み を す る 場 合 に は 、 事 前 に  電

話 連 絡 を お 願 い し ま す 。  

 

≪申込・問い合わせ先≫  

帯 広 地 方 職 業 能 力 開 発 協 会  

〒 080-2462 帯 広 市 西 ２ ２ 条 北 ２ 丁 目 ２ ９ 番 ４ 号  

TEL 0155-37-4936  FAX 0155-37-5216 

※ 当 協 会 ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス  

http://www.obi-syokuno.ac.jp/（申込書・案内文書のダウンロードができます。 

科   目  範     囲  時  間  

職 長 等 と し て 行 う べ き

労 働 災 害 防 止 に 関 す る

こ と  

建 設 業 に お け る 労 働 災 害 発 生 状 況  

労 働 災 害 の 仕 組 み と 発 生 し た 場 合 の 対 応  

作 業 方 法 の 決 定 及 び 労 働 者 の 配 置  

作 業 に 係 る 設 備 及 び 作 業 場 所 の 保 守 管 理 の 方 法  

異 常 時 等 に お け る 措 置  ／  安 全 施 工 サ イ ク ル に よ る 安 全 衛 生 活 動  

職 長 等 の 役 割  

90 分  

労 働 者 に 対 す る 指 導 又

は 監 督 の 方 法 に 関 す る

こ と  

労 働 者 に 対 す る 指 導 、 監 督 等 の 方 法  

効 果 的 な 指 導 方 法  ／  伝 達 力 の 向 上  

60 分  

危 険 性 又 は 有 害 性 等 の

調 査 等 に 関 す る こ と  

危 険 性 又 は 有 害 性 等 の 調 査 の 方 法   

設 備 、 作 業 等 の 具 体 的 な 改 善 の 方 法  

30 分  

グ ル ー プ 演 習  以 下 の 項 目 の う ち １ 以 上 に つ い て 実 施 す る こ と 。  

 •  災 害 事 例 研 究  

 •  危 険 予 知 活 動  

 •  危 険 性 又 は 有 害 性 等 の 調 査 及 び 結 果 に 基 づ き 講 ず る 措 置  

130 分  

http://www.obi-syokuno.ac.jp/

